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【環境リスク物質の含有状況調査】

第１章　調査方法

　弊社納入の資材（部品・材料等）(注①について調査頂き，グリーン調達・調査対象物質(レベル０・Ⅱ・Ⅳ) (注②

を使用成分として資材（部品・材料等）等単位で含有するものについて以下の回答要領に沿って記入回答方お願い
致します。(主な対象部材は一般的な用途例(注③を参照願います)

　注①　資材（部品・材料等）

　　　　部品・材料・ユニットや梱包材料等，お送りしましたﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸに入っております

　　　　＊＊調査データ.xls ファイルに記載されている資材を言います。（**→御社名）

　　　　以降，調査回答ツール項目により「部品」と表現していますが，「資材」と同じ意味として解釈してください。

　注②　グリーン調達・調査対象物質(レベル０・Ⅱ・Ⅳ)
　　　　『グリーン調達・調査対象化学物質リスト』参照ください。

　注③　一般的な用途例

　　　　『グリーン調達・調査対象化学物質リスト』参照ください。

　

　(1)対象化学物質の調査について
　　①レベル０物質（ＲｏＨＳ規制６物質）
　　　　ＲｏＨＳ指令に基づき，後述の「ＲｏＨＳ適合・不適合」を必ず記入してください。

　　②その他の管理対象物質(レベルⅡ，Ⅳ)

　　　　特定の目的で有意に混入させている物質並びにその他の調査により不純物等として含有を確認して
　　　いる物質について記入してください。

第２章　基本情報調査記入要領

(1)調査ファイルの起動
　ご送付した調査回答ツール「調査回答ツール.xls」を「マクロを有効にする(E)」にして起動してください。

なお，セキュリティレベルの設定が，高（H）となっているとマクロが有効になりません。
その場合は，Excelのメニューにある｢ツール（Ｔ）｣→｢マクロ（Ｍ）｣→｢セキュリティー（Ｓ）｣を選択するとセキ
ュリティーダイアログボックス（下記）が表示されますので｢中（Ｍ）｣を選択して下さい。
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(2)基本情報調査（化学物質）シート
　起動して頂きますと，以下のような画面が表示されます。

図２－１．基本情報調査（化学物質）シート

　①調査資材リストの読み込み及び貼り付け
　弊所よりお送りしましたﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ内のファイル「＊＊調査データ.xls」を選択し，読み込んでくさい。
このＥＸＣＥＬファイルの“部品番号”，“部品名称”，“注文番号”のデータをコピーして図２－１．の②の部分に
貼り付けてください。このシートは，回答記入後ＪＧＰファイル(拡張子.jgp)（注④）として保存します。
ただし，貼り付けられる部品の数は１つのＪＧＰファイルにつき，１００個が最大ですので，部品数が１００個以
上有る場合は複数のＪＧＰファイルに貼り付ける必要があります。
　注④　ＪＧＰファイル

　　　　本調査は，グリーン調達調査共通化協議会（JGPSSI）が制定した調査回答ツールを利用します。このツールの保存形式のことです。

　　※部品番号は，弊社が使用している資材コードを記入しています。
　　※部品名称は，今回調査対象の弊社が使用している部品名称を記入しています。

　②調査対象資材
　このようにして図２－１の②部に表示された資材リストが今回の調査対象資材となります。
なお４章にも説明がありますが，作成したＪＧＰファイルを保存する場合は図２－２.の｢ＳＡＶＥ　ＪＧＰ｣のボタ
ン，呼び出す場合は｢ＬＯＡＤ　ＪＧＰ｣のボタンを押してください。

図２－２．図１－１の①部の拡大図

①

④

③

② ⑤⑥

ご注意事項
作業途中の保存はエクセルファイルにて保存していただいて結構ですが，最終的に調査回答をご送付頂く際は，

必ず４章に従い，ＪＧＰファイルにてお願い致します。
※作業途中の状態では，JGP ファイルとして保存しないで下さい。
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　③取引先様情報の記入
　　　基本情報調査（化学物質）シート（図２－１）の③部（図２－３参照）に御社の情報をご記入ください。

図２－３．取引先様情報

　　ａ）会社名：御社の会社名称を英語・日本語でご記入ください。
　　ｂ）ＤＵＮＳナンバー：ご記入不要です。
　　　　(DUNS ﾅﾝﾊﾞｰとは，Ｄ＆Ｂ社が発行した９桁の企業識別コードです。 )
　　ｃ）住所：御社の住所を英語・日本語でご記入ください。
　　ｄ）部署名：本調査を取り纏めた部門の名称を英語・日本語でご記入ください。
　　ｅ）記入者名：本調査を取り纏めた部門の責任者名を英語・日本語でご記入ください。
　　ｆ）電話番号：本調査を取り纏めた部門の電話番号をご記入ください。
　　ｇ）ＦＡＸ番号：本調査を取り纏めた部門のＦＡＸ番号をご記入ください。

　　ｈ）Ｅ－ＭＡＩＬ番号：本調査を取り纏めた部門の責任者のＥ－ＭＡＩＬ番号をご記入ください。
　　ｉ）予備欄４～６：ご記入不要です。

　④調査対象部品情報の記入（１）
　　基本情報調査（化学物質）シート（図２－１）の④部（図２－４参照）に調査対象部品情報をご記入
　ください。

図２－４．調査対象部品情報（１）

　　ａ）メーカー名：御社がメーカーの場合は御社名・商社の場合はメーカー名をご記入ください。
　　ｂ）型番：御社が呼んでいるメーカー型番をご記入ください。
　　ｃ）ＲｏＨＳ適合・不適合：その部品がＲｏＨＳ指令（注⑤に適合（満足）している場合は「０」，
　　　　　　　　　　　　　　　適合していない（満足していない）場合は「１」とご記入ください。
　　ｄ）代替品型名：ＲｏＨＳ不適合の場合で，代替品がある場合，その型名をご記入ください。
　　ｅ）代替品提供予定日：ＲｏＨＳ不適合の場合で，代替品が無い場合，提供予定日をご記入ください。
　　ｆ）データバージョン：御社でデータのバージョン管理をする場合のみご記入ください。

注⑤ ＲｏＨＳ指令 :Restriction of Hazardous Substance : 有害物質使用制限指令
　　 本要領第 7 章３項をご参照ください。

ｃ） ｄ） ｅ）

調査先項目１ 調査先項目２ 調査先項目３

RoHS適合，不適合
０：適合 １：不適合

代替品型名 代替品提供
予定日

ａ） ｂ） ｆ）
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　⑤調査対象部品情報の記入（２）
　　基本情報調査（化学物質）シート（図２－１）の⑤部（図２－５参照）に調査対象部品情報をご記入
　ください。

　　
　　ａ）改訂日：調査対象部品情報のデータ記入日をご記入ください。
　　ｂ）調査単位：プルダウンメニューから調査単位（個・kg・cm2・m2・m3・m・Liter・g）を選択して下さい。
　　　　なお，調査単位としては，貴社より弊社に納入頂く製品単位で含有量をご記入下さい。
　　ｃ）調査単位質量：ｂ）で設定された単位当たりの調査物質の総質量をｇで記入して下さい。
　　ｄ）オゾン層破壊物質使用：
           製造工程でのオゾン層破壊物質(注⑥使用が有の場合は「１」，無しの場合は「０」をご記入ください。
           製造工程で使用している場合は部品・製品への含有の有無に関係無くご回答ください。
           ただし，分析・測定及び商品開発や空調装置等，直接の製造工程以外の使用は対象外とします。
　　ｅ）含有有無：
　　　　　グリーン調達・調査対象物質(レベル０・Ⅱ・Ⅳ)の物質を使用している場合は「１」を記入して，

　　　　化学物質調査の入力（第３章）へ，使用していない場合は「０」をご記入ください。
　　　　　すべての調査対象が「０」の場合は，ここで調査完了（第４章へ）となります。
　

注⑥ オゾン層破壊物質

　　 「 グリーン調達･調査対象 化学物質リスト」のレベルⅠの管理 NO．7，9，10，16 及び

　　　レベルⅡの管理 NO．19，39，40，41 が対象です。

　⑥調査対象部品情報の記入（３）
　　基本情報調査（化学物質）シート（図２－１）の⑥部（図２－５参照）に，基板実装部品の鉛ﾌﾘｰはんだ付
　け対応状況をご記入下さい。
　　記入対象品：基板実装部品のみ（抵抗，ｺﾝﾃﾞﾝｻ，IC，ﾘﾚｰ等。弊社部品番号の上２桁が，50～70 のもの。）
　　ご確認頂く事項：以下の条件を全て満たしている場合は，鉛ﾌﾘｰはんだ付け対応｢可（0）｣，１つでも満たして
　いない場合は「否（1）」とご判断の上，「0」又は「1」をご記入下さい。
～鉛フリーはんだ付け対応条件～

　ａ）はんだ付けされる電極或いはリードのめっき仕上げについて

合金組成 Sn-3.0Ag-0.5Cuの鉛フリーはんだを用いた，接合信頼性の評価試験を実施し，良好な結果を

取得済みである。

ｂ）部品の耐熱温度について

前記の鉛フリーはんだの使用を前提として

・表面実装部品の場合：ウェーブはんだ付け時の耐熱性評価試験を実施し，良好な結果を取得済みである。

（通常，ﾁｯﾌﾟ部品で 260℃，QFP(Quad Flat Package)等で 250℃のピーク温度を保証されます。）

・表面実装用を除くリード付き部品の場合：ウェーブはんだ付け又はディップはんだ付け時の耐熱性評価

試験を実施し，良好な結果を取得済みである。（通常，はんだ槽温度 260℃で 10 秒間を保証されます。）

　 図２－５．調査対象部品情報（２）

ｃ） ｄ） ｅ）ａ） ｂ）
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ご注意事項

　下図２－６に示します変更・操作禁止場所については，操作をしないようご注意ください。
　なお，誤って操作をされた場合は，最初から入力作業をお願いする場合がありますのでご留意
ください。

①弊社記入領域
②「見出し変更」ボタン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図２－６．変更・操作禁止場所

①

②
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第３章　化学物質調査記入要領

　基本情報調査の『⑤調査対象部品情報の記入（２）』の『ｅ）含有有無』で含有している場合についての
化学物質の含有状況に関する調査です。原則，グリーン調達・調査対象物質(レベル０・Ⅱ・Ⅳ)に基づく物質群
単位です。

　①化学物質調査（１）シートへの移動
　　基本情報調査（化学物質）シート（図２－１）の⑤部（図３－１参照）に示す「Input」ボタンを押すと
　化学物質調査（１）シートへ移動します。

図３－１．操作ボタン

　　 ※「Input」ボタン：化学物質調査（１）シートへ移動します。
　　 ※「Copy」ボタン：部品の化学物質調査情報をコピーする時に使用します。
　　 ※「Clear」ボタン：部品の調査情報を削除する時に使用します。

　②化学物質調査（１）シート
　　以下のような画面（図３－２参照）が表示されます。

　　このシートは，化学物質群単位でしか入力できない場合に使用（③項参照）するシートです。
　　図３－２に記載している化学物質群の「Input」ボタンを押すと化学物質調査（２）シートへ移動
　します。

原則として，この化学物質調査（２）シートで化学物質単位での入力（④項参照）をお願い致します。
　　なお，Other（その他）に，三菱電機グループ独自対象化学物質２０物質を登録していますのでこれについても
お忘れなくご確認をお願いいたします。

図３－２．化学物質調査（１）シート

※「Input」ボタン：化学物質調査（２）シートへ移動します。
※「OK」ボタン：記入データを反映して基本情報調査シートへ移動します。
※「CANCEL」ボタン：記入データを反映せずに基本情報調査シートへ移動します。
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　③化学物質調査（１）シート段階での入力(図３－３参照)（化学物質群単位でしか入力できない場合のみ）

図３－３．化学物質調査（１）シート

　　ａ）物質詳細入力，含有量累計：この場合は，使用しません。
　　ｂ）含有量手入力：該当する物質群の欄に「調査単位」（第２章(2)⑤）で設定された単位当たりに含有
　　　　　　　　　　　している化学物質（金属換算）の含有量を mg 単位，有効数字２桁（３桁目は四捨五
　　　　　　　　　　　入）でご記入下さい。

例）2549mgの場合： 2500mg
　　1.1456mgの場合： 1.1mg
　　0.00214mgの場合： 0.0021mg

　　0.1mg の場合： 0.1mg

　　　　

　　ｃ）使用部位：含有している化学物質を含有している部位の名称をご記入下さい。
　　　　　　　　　部位の名称は，一般的な名称，または調査先の呼び方でご回答下さい。また，同一化学
　　　　　　　　　物質が複数の部位で含有している場合は，主要な部位をご記入下さい。
　　　　　　　　　なお，部品の構成単位となる部位の考え方については第７章をご参照下さい。
　　ｄ）使用目的：含有している化学物質に対しその使用目的をご記入下さい。

例１）安定剤，可塑剤，着色剤，難燃剤，防錆，はんだ成分等
例２）主成分，熱安定性向上，電気特性向上，機械特性向上等
例３）不純物（意図的な含有でないことが明確な場合）等

　④化学物質調査（２）シート
　　図３－２の「Input」ボタンを押して頂きますと，以下のような画面（図３－４）が表示されます。

図３－４．化学物質調査（２）シート（カドミウム及びその化合物の例）

ｃ） ｄ）ａ） ｂ）

ｃ）ａ） ｂ）

※　ここでは第１章の「含有有無」インプット手続きと異なり，リストにある化学物質を使用していない場合，空欄のままとして

下さい。（「０」を入力した場合，「含有あり」と判断されるため０を入力しない様願います。）

※　製造工程で使用し，最終的に揮発等で製品に残らないものは今回の調査では回答の必要はありません。
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　　ａ）化合物含有量：該当する物質の欄に調査単位（第２章(2)⑤）で設定された単位当たりに含有して
　　　　　　　　　　　いる化学物質の含有量を mg 単位，有効数字２桁（３桁目は四捨五入）でご記入
　　　　　　　　　　　下さい。

例）2549mgの場合： 2500mg
　　1.1456mgの場合： 1.1mg
　　0.00214mgの場合： 0.0021mg
　　0.1mg の場合： 0.1mg

　　　　
　　　　　　

　　　　　

　　ｂ）使用部位：含有している化学物質を含有している部位の名称をご記入下さい。
　　　　　　　　　部位の名称は，一般的な名称，または調査先の呼び方でご回答下さい。また，同一化学

　　　　　　　　　物質が複数の部位で含有している場合は，主要な部位をご記入下さい。
　　　　　　　　　なお，部品の構成単位となる部位の考え方については第７章をご参照下さい。
　　ｃ）使用目的：含有している化学物質に対しその使用目的をご記入下さい。

例１）安定剤，可塑剤，着色剤，難燃剤，防錆，はんだ成分等
例２）主成分，熱安定性向上，電気特性向上，機械特性向上等
例３）不純物（意図的な含有でないことが明確な場合）等

　　※「OK」ボタン：記入データを反映して化学物質調査（１）シートへ移動します。

　⑤繰り返し入力作業
　　ａ）部品が複数の化学物質を含有する場合は，次に入力する化学物質を化学物質調査（１）シートの
　　　　化学物質群から選択し「Input」を押して，上記④を実施してください。
　　ｂ）当該部品に含有されるすべての化学物質情報の入力を完了した場合は，化学物質調査（１）シートの
　　　　「OK」ボタンを押して基本情報調査（化学物質）シートへ戻ってください。
　　ｃ）次の含有有無「１」の部品について同様の入力作業を行ってください。
　　ｄ）すべての入力が完了しましたら，調査完了（第４章へ）となります。

※　ここでは第１章の「含有有無」インプット手続きと異なり，リストにある化学物質を使用していない場合，空欄のままとして

下さい。（「０」を入力した場合，「含有あり」と判断されるため０を入力しない様願います。）

※　製造工程で使用し，最終的に揮発等で製品に残らないものは今回の調査では回答の必要はありません。
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第４章　調査結果の保存

　　基本情報調査（化学物質）シートの①部にある「ＳＡＶＥ　ＪＧＰ」ボタン（図４－１参照）を押し，
　ファイル名称を入力すると，記入されたデータがＪＧＰファイルとして保存されます。
　　一時保存する場合も同じです。
　　ファイル名称は，「御社名.jgp」として下さい。（対象品が１００個以上あり，JGP ファイルが複数となる
　場合は，御社社名の後に，1，２と数字で区別して下さい。）

図４－１．基本情報調査（化学物質）シートと「ＳＡＶＥ　ＪＧＰ」ボタン

第5 章 入力結果の確認

入力した結果は｢回答確認ツール.xls｣ファイルを利用して確認ができます。
｢回答確認ツール.xls｣ファイルをマクロ有効で起動します。
｢ＬＯＡＤ　ＪＧＰ｣ボタンを押し,作成したＪＧＰファイル｢御社名．jgp｣を選択して読み込んでください。
ＪＧＰファイルに入力したデータが階層式ではなく横長の一覧表で表示されますので入力したデータを再確

認頂く様お願いいたします。
必要に応じて範囲を指定して｢編集－コピー｣し，別のＥＸＣＥＬファイルに｢編集－貼り付け｣すると編集可能
になります。

①
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第6 章　調査結果のご提出

　　第４章にて保存して頂きました「ＪＧＰファイル」を
　　　（１）電子メールに添付　　　または
　　　（２）フロッピーディスク等の記録メディアに保存し破損のない状態
　　にて，下記までお送りください。（極力，電子メールでお願い致します。）

（１）電子メールによる受付

　　三菱プレシジョン株式会社鎌倉事業所 　グリーン調達調査回答窓口メールアドレス（「基本情報調査（化

学物質）シート」（図６－１参照）に記載している以下のメールアドレス）までご返送ください。

グリーン調達調査回答窓口メールアドレス；greenchoutatsu@mpcnet.co.jp

図６－１．返送先メールアドレス
（２）郵送による受付
　　　〒247-8505　神奈川県鎌倉市上町屋３４５
　　　三菱プレシジョン株式会社 鎌倉事業所　資材部　資材計画グループ　グリーン調達調査窓口
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第7 章　解釈のご説明

 １．使用部位について
(1) 調査対象が単一電子部品及びその他の部品の場合には，当該部品の構成図面，構成材料リスト等で
　 記載されているものを使用部位とします。

例１）積層セラミックコンデンサ中のセラミック材料，内部電極材及び外部電極材
例２）電解コンデンサ中のリード線，電解液，シーリング材及び電極箔
例３）スイッチ中のゴム接点，バネ及びプラスチックカバー

　(2)調査対象が機器製品，組立て電子部品の場合には，当該部品（製品）の構成図面，部品リストなど

　　 に記載されているものを使用部位とします。
例）積層セラミックコンデンサ，電解コンデンサ，プリント基板，組立て用はんだ

　(3)メッキは１部位として考えます。
例１）電子部品の足にメッキする半田は，半田として評価します。
例２）クロムメッキのネジは，クロムメッキ部と素材ネジの２部位となります。

　２．含有に関する考え方
　　　原則として，意図的に添加または含むことが明らかな場合は，成分，含有量に関わらず含有と見なし
　　ます。意図的に添加していない場合は不純物として扱いますが，不純物についても把握しているものは
　　可能な限り記載願います。ただし，新たな分析を求めるものではありません。
　　ご回答頂かなかった化学物質に関しては，意図的な添加はないと見なします。
　(1)含有量の算出
　　　含有量は実測値もしくは理論値，計算値，設計値でご回答下さい。製造ロットで含有量に幅がある場合
　　には原則最大値でご回答下さい。なお，部品の含有量の算出にあたっては，製造工程で含有しているもの
　　だけではなく，その部品を構成する購入部品や材料に含有する化学物質についても対象にして下さい。

  (2)金属およびその化合物
　　　金属化合物の含有量は，含有する化合物の量ではなく，化合物の中に含まれる金属元素量に換算した
　　数値をご回答ください。金属元素への換算は，化合物全体の分子量×換算係数で行うことができます。
　　　合金の場合は，合金中の化学物質の含有量を記入して下さい。

例１）三塩化アンチモン(SbCl3)100mg を含有する場合のアンチモンの量
　　　換算係数0.534を掛けた値となります。
　　　（三塩化アンチモン）　100mg×0.534＝53mg（アンチモンの量）
例２）共晶はんだの場合は，はんだの量ではなくはんだ中の鉛の量をご回答下さい。

　(3)工程で使用の化学物質
　　　溶剤，洗浄剤，発泡材等，製造工程で使用されるが，製品に残留しない場合は記入不要です。
  (4)以下の商品は，調査対象物質を含有する場合が多いので，十分な確認をお願いします。

・ベアリングやレバー等の稼動部分を有する部品に使用のグリス等の潤滑剤
・樹脂材料の難燃剤
・リード線被覆のポリ塩化ビニルや難燃剤，安定剤
・接点の電気的潤滑等を目的とした特別な金属類（合金）

・ベルト，ローラー，ブッシュ，チューブ等のゴム類の添加剤
　 ・カラーコードなどの表示塗料
　(5)同一化学物質が複数の化学物質に該当する場合は，それぞれに該当するとして下さい。

例）クロム酸鉛を含有する場合は，「鉛及びその化合物」と「六価クロム化合物」両方に
　　鉛および六価クロムの含有量をご回答下さい。

　(6)含有化学物質調査でのオゾン層破壊物質はあくまでも製品に含有する場合のみ該当となります。
　　 第２章(2)⑤の製造段階でのオゾン層破壊物質の使用についての調査とは異なりますのでご注意下さい。
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　３．ＲｏＨＳ指令について
２００６年７月１日以降，欧州市場に上市される電気電子機器に対し，鉛 ，水銀 ，六価クロム ，

　　　カドミウム ，ＰＢＢ類（ポリ臭化ビフェニール類），ＰＢＤＥ類（ポリ臭化ジフェニルエーテル類）
　　　の含有が禁止される欧州の指令であり，現在，この指令をもとにＥＵ加盟国にて法制化が進んでいます。
　　　 RoHS:　Restriction of Hazardous Substance : 有害物質使用制限指令
　(1)電気電子機器対象範囲

・ 大型家電 ・小型家電 ・ＩＴ及び遠隔通信機器 ・民生用機器 ・照明装置・電動工具(大型据付けの工業装置は

除外) ・玩具，ﾚｼﾞｬｰ，ｽﾎﾟｰﾂ用品・自動販売機（医療用ﾃﾞﾊﾞｲｽ及びｶﾃｺﾞﾘｰ　監視監視及び制御器は除外）

(2) 禁止物質の閾値（質量比）
　下表６－１に示す基準により，ＲｏＨＳ適合，不適合の判定をお願いします。また，各含有量の記入
は，上記閾値に関わりなく，記入願います。
　なお，ＲｏＨＳ指令に基づき閾値母数は均質材料（注⑧質量とします。

　また，前述１項(3)の通り，本調査においては，表面処理（めっき，クロメート処理，コーティング等）
は，母材とは別の均質材料とみなし，回答をお願いします。

　　 (3) 高融点はんだについて
半導体等の内部の高融点はんだ（８５％以上の鉛を含有するはんだ）は，除外項目のため，それを除いた鉛

の値を回答してください。

注⑧）均質材料　物理的にそれ以上単一の材料に出来ない塊と定義されています。（資料「均質材料の考え方.xls」参照）

表６－１．禁止物質と閾値

禁止物質 閾値

カドミウム 100ppm未満 （0.01％未満）
六価クロム，水銀，鉛，ＰＢＢ類，ＰＢＤＥ類 1000ppm 未満（0.1％未満）

　　【適合・不適合判断方法の例】
　　　例１）均質材料１０ｍｇに鉛０．０２ｍｇを含む場合
　　　　　　　　　　　　均質材料に含有される量（ｍｇ）
　　　　　　　　　　　　　　均質材料の質量（ｍｇ）

　　　　　　　　　　　　　　鉛０．０２ｍｇ
　　　　　　　　　　　　　均質材料１０ｍｇ
　　　　　　　２，０００ｐｐｍ≧１，０００ｐｐｍであるので「不適合」

　　　例２）０．００５％のカドミウムを含有している均質材料
　　　　含有比率（ppm）＝０．００５％×１０，０００＝５０ppm
　　　　　　　５０ｐｐｍ≦１００ｐｐｍであるので「適合」

　　　例３）均質材料１００ｍｇにＰＢＢ類を０．１ｍｇを含む場合
　　　　　　　　　　　　均質材料に含有される量（ｍｇ）
　　　　　　　　　　　　　　均質材料の質量（ｍｇ）
　　　　　　　　　　　　　ＰＢＢ類０．１ｍｇ
　　　　　　　　　　　　　均質材料１００ｍｇ
　　　　　　　１，０００ｐｐｍ≧１，０００ｐｐｍであるので「不適合」

含有比率（ppm）＝ ×１，０００，０００

＝ ×１，０００，０００＝２，０００ppm

含有比率（ppm） ×１，０００，０００

＝ ×１，０００，０００＝１，０００ppm

どれか１つの子部品でもＲｏＨ

Ｓ対象物質を閾値以上含有して

いる場合は，ＲｏＨＳ不適合とな
ります。

例）左図のリードの鉛が閾値を超
えて含有している場合は，電解コ

ンデンサそのものが，ＲｏＨＳ不

適合となります。
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　(3)ＲｏＨＳ規制対象６物質の主な用途及び対象除外項目

No. 材料 材料細分類 主な用途 備考(対象除外項目等)

1 カドミウム 電子部品の接点材料
ロウ材
可溶栓
黄銅材
塗料着色顔料(主に赤系)

①カドミウム表面処理は除外

クロメート処理 防食めっき

(鉄製ネジ・ボルト，ヒンジ)
亜鉛めっき鋼板の表面処理

2 六価クロム

クロメート顔料
(ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑｸﾛﾒｰﾄ)

塗装鋼板の下塗塗料

3 水銀 リレー
蛍光灯
電池(水銀電池)

①ランプ1本あたり5mgを超えない範囲
　の小型蛍光灯に含まれる水銀は除外

鉛はんだ 電子基板
電子部品
電子部品リードめっき
金属接合一般
(ﾓｰﾀｰ端子，冷媒配管接合)

鉛合金 軸受
鋼板
快削鋼(Pb量0.3wt%以上)
快削黄銅(Pb量4wt%以上)

4 鉛

鉛化合物 塩ビ電線被覆の安定剤

ゴム･パッキン･シールの安定剤
塗料の着色顔料(主に黄色・白系)

①セラミック電子基板中の鉛は除外
　(ex.ﾍﾟﾙﾁｪ素子)
②高融点はんだ(鉛を85%以上含む
　錫・鉛はんだ合金) は除外
③陰極線管，電子部品および蛍光管の
　ガラスに含まれる鉛は除外。
④合金成分としての鉛比率が鋼材中
　の0.35wt%以下
⑤アルミ材中の0.4wt%以下，銅材中の
　4wt%以下は除外

⑥ｽｲｯﾁ･ｼｸﾞﾅﾙ･伝送用･通信管理ﾈｯﾄﾜｰｸ
　のはんだの中の鉛

5 ＰＢＢ類
(ポリ臭化ビフェニール類)

6 ＰＢＤＥ類
(ポリ臭化ジフェニル
エーテル類)

樹脂成形品及びゴム中の難燃剤

　　　対象除外項目に該当する場合，ＲｏＨＳ適合判断は含有量に係らず「適合」と判断してください。
　　　ただし，含有量調査（第３章化学物質調査（１）～（２））シートには，含有量を記載してください。

※当調査に関するお問い合わせ
＜調査システム全般に関するお問い合わせ窓口＞

資材部　資材計画グループ
グリーン調達調査窓口
Tel;0467-42-5801
E-mail;greenchoutatsu1@mpcnet.co.jp

＜環境保全・化学物質に関するお問い合わせ窓口＞
製造システム部　環境・施設管理課
グリーン調達調査窓口
Tel;0467-42-5802
E-mail;greenchoutatsu2@mpcnet.co.jp

※E-mail によるお問い合わせの際は，件名の冒頭に「問い合わせ」とご記載願います。
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改定履歴

Rev 日付 頁 改定内容

B 版 2005/01/19 ４ 第 2 章(2)⑤項の，注⑥オゾン層破壊物質について，誤記訂正。

正：レベルⅡの管理 NO．19，39，40，41 が対象です。

誤：レベルⅡの管理 NO．27，45，46，47 が対象です。

1 　注②　グリーン調達・調査対象物質に「(レベル０・Ⅱ・Ⅳ)」という文言追加。

1 (1)対象化学物質の調査について
②その他の管理対象物質に「(レベルⅡ，Ⅳ)」という文言追加。

2 以下の文章を追加。
ご注意事項

作業途中の保存はエクセルファイルにて保存していただいて結構ですが，最終的に調査
回答をご送付頂く際は，必ず４章に従い，ＪＧＰファイルにてお願い致します。
※作業途中の状態では，JGP ファイルとして保存しないで下さい。

3 『※部品番号は，弊社が使用している資材コードを記入しています。

※部品名称は，今回調査対象の弊社が使用している部品名称を記入しています。』の記載位置
を 2 頁第 2 章(2)①に移動した。

3 ③-ｂ）

「DUNS ﾅﾝﾊﾞｰとは，Ｄ＆Ｂ社が発行した９桁の企業識別コードです。」という

文言を追加。

4 QFP「Quad Flat Package」という文言を追加。

5 ①弊社記入領域を訂正。(部品番号欄のものが不要であった。)

C 版 2005/1/27

7 ③化学物質調査（１）シート段階での入力(図３－３参照)

以上


